
　

日
本
年
金
機
構
で
は
、
毎
年
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い

る
方
に
対
し
て
納
付
案
内
を
送
付
し
、
保
険
料
の
額
や
納

付
期
限
等
を
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。
納
付
方
法
は
、
送

付
し
た
納
付
書
に
よ
り
金
融
機
関
等
の
窓
口
で
納
め
る
方

法
と
、
口
座
振
替
で
納
め
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。
口
座
振

替
は
、
一
度
手
続
き
を
す
る
だ
け
で
指
定
し
た
口
座
か
ら

引
き
落
と
さ
れ
、
毎
月
金
融
機
関
等
で
納
付
す
る
手
間
が

省
け
て
便
利
で
す
。
ま
た
、
引
き
落
と
し
の
方
法
を
「
当

月
引
き
落
と
し
」
に
す
る
と
、
毎
月
50
円
割
引
に
な
り
ま

す
。
こ
の
ほ
か
口
座
振
替
方
法
に
は
、
1
年
前
納
、
2
年

前
納
、
半
年
前
納
が
あ
り
ま
す
。
前
納
の
お
申
し
込
み
に

つ
い
て
、
1
･
2
年
度
分
お
よ
び
上
期
6
カ
月
分（
4
月
～

9
月
分
）は
2
月
末
ま
で
に
、
ま
た
、
下
期
6
カ
月
分（
10
月

分
～
翌
年
3
月
分
）は
、
8
月
末
ま
で
に
金
融
機
関
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

事
業
主
の
皆
さ
ん
へ

　

～
厚
生
年
金
保
険
・
健
康
保
険
の

　
　
　
　
　
　

加
入
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
？
～

　

常
時
従
業
員（
事
業
主
を
含
む
）を
使
用
す
る
法
人
事
業
所

と
、
農
林
水
産
業
や
サ
ー
ビ
ス
業
の
一
部
を
除
く
従
業
員

5
人
以
上
の
事
業
所
は
、
法
律
に
よ
り
加
入
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
年
金
機
構
で
は
、
未
加
入
事
業
所

の
適
用
促
進
事
業
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
加
入
に
つ
い
て

の
具
体
的
な
説
明
や
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
熊
谷
年
金
事

務
所
職
員
が
訪
問
し
ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
加
入
手
続
き
が
な
さ
れ
な
い
場
合
は
、
立
ち
入

り
検
査
の
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、
社
会
保
険
制
度
に
ご

理
解
・
ご
協
力
い
た
だ
き
、
自
主
的
な
加
入
の
手
続
き
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
／
熊
谷
年
金
事
務
所（
☎
048・522・5
0
1
2
）、ま

た
は
町
民
課（
☎
581
・
2
1
2
1
内
線
112
）へ
。

寄居町国民健康保険加入の皆さんへ後期高齢者医療制度被保険者の皆さんへ

平成27年7月号平成27年7月号
13 12

年
金
年
金
年
金
あ
れ
こ
れ

あ
れ
こ
れ

あ
れ
こ
れ

　

平
成
27
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
通
知

書
、
ま
た
は
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
を
7
月
中
旬
に
世

帯
主
宛
て
に
発
送
い
た
し
ま
す
。
納
税
通
知
書
に
は
、

年
間
の
保
険
税
額
や
加
入
者
数
等
が
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
、
届
き
ま
し
た
ら
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
他
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
国
保
の
脱
退
手
続
き
が
済
ん
で
い
な
い
と
保

険
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
、
速
や
か
に
国
保
の
脱
退

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

保
険
税
の
決
ま
り
方

　

町
の
国
民
健
康
保
険
税
は
、
国
保
加
入
者
の
前
年
の

所
得
額
や
当
該
年
度
の
固
定
資
産
税
額
、
人
数
等
に
応

じ
て
、
年
度
ご
と（
4
月
か
ら
翌
年
3
月
）に
世
帯
単
位

で
決
ま
り
ま
す
。

　

年
齢
に
よ
っ
て
保
険
税
の
内
訳
は
異
な
り
、「
医
療

給
付
費
分
」
と
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
支
え
る
た

め
の
財
源
と
な
る
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
」
の
合
計

が
保
険
税
と
な
り
ま
す
。
40
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
は

「
介
護
納
付
金
分
」
も
併
せ
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま

す
。

保
険
税
の
納
め
方

　

保
険
税
の
納
め
方
は
、「
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の

天
引
き
）」
と
「
普
通
徴
収
（
納
付
書
、
ま
た
は
口
座

振
替
）」
の
2
種
類
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
世
帯
主
本

人
が
国
保
に
加
入
し
て
い
な
く
て
も
、
世
帯
の
中
に
加

入
者
が
一
人
で
も
い
れ
ば
、
保
険
税
の
納
税
義
務
者
は

世
帯
主
と
な
り
ま
す
。
納
付
書
は
世
帯
主
の
方
に
送
付

さ
れ
ま
す
の
で
、
世
帯
ご
と
に
ま
と
め
て
納
め
て
い
た

だ
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
／
税
務
課
（
☎
581
・
2
1
2
1
内
線
154
～

156
）
へ
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証
の
有
効
期
限
は
、

7
月
31
日（
金
）ま
で
で

す
。
新
し
い
被
保
険
者
証

（
左
端
に
青
紫
色
の
線
）

を
7
月
中
に
書
留
郵
便
で

お
送
り
し
ま
す
。
8
月
1

日（
土
）か
ら
医
療
機
関
等

を
受
診
の
際
は
、
新
し
い

被
保
険
者
証
を
ご
使
用
く

だ
さ
い
。
有
効
期
限
の
切

れ
た
被
保
険
者
証
は
、
8

月
以
降
に
町
民
課
窓
口
へ

ご
返
却
い
た
だ
く
か
、
ご

自
身
で
切
り
刻
む
な
ど
し
て
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
前
年
の
所
得
を
基
準
に
一
部
負
担
金
割
合
の

負
担
区
分
判
定
が
行
わ
れ
ま
す
。
通
常
の
方
は
、「
１

割
」
負
担
で
す
が
、
住
民
税
課
税
所
得
が
145
万
円
以
上

の
被
保
険
者
は
一
定
以
上
所
得
者
（
現
役
並
み
所
得

者
）
に
該
当
し
、
同
一
世
帯
内
の
被
保
険
者
も
自
己
負

担
の
割
合
は
「
3
割
」
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
前
年

の
収
入
の
合
計
額
が
、
被
保
険
者
が
1
人
の
世
帯
で

383
万
円
未
満
、
同
じ
く
2
人
以
上
の
世
帯
で
520
万
円
未

満
の
方
に
は
、「
基
準
収
入
額
適
用
申
請
」
の
案
内
を

郵
送
し
て
い
ま
す
。
申
請
が
認
め
ら
れ
る
と
そ
の
翌
月

か
ら
「
1
割
」
負
担
に
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
町
民
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、
被
保
険
者
の
前
年

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
70
歳
か
ら
74
歳
ま

で
の
方
に
は
、「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」
が
交

付
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
受
給
者
証
の
有
効
期
限
は

7
月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
平
成
26
年
中

の
所
得
を
も
と
に
一
部
負
担
金
割
合
の
判
定
を
行
い
、

7
月
末
ま
で
に
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
送
付
し
ま

す
。
お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
、
記
載
内
容
を
ご
確
認

の
う
え
、
大
切
に
保
管
し
、
医
療
機
関
を
受
診
す
る
際

に
は
、
必
ず
保
険
証
と
併
せ
て
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

一
部
負
担
金
割
合
（
2
割
・
3
割
）
の
判
定
基
準

　

平
成
26
年
中
の
住
民
税
課
税
所
得
が
145
万
円
未
満
の

場
合
、
一
部
負
担
金
割
合
は
「
2
割
」
と
な
り
、
同
一

世
帯
に
住
民
税
課
税
所
得
が
145
万
円
以
上
の
70
歳
か
ら

74
歳
ま
で
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
が
い
る
場
合
、
一

部
負
担
金
割
合
は
「
3
割
」
と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
3
割
と
判
定
さ
れ
た
場
合
で
も
前
年
の
収

入
合
計
額
が
383
万
円
未
満
（
2
人
以
上
の
場
合
は
520
万

円
未
満
）
の
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
一
部
負
担
金
割
合

が
「
2
割
」
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
同
一
世
帯
の
方
が
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

移
行
し
た
こ
と
で
、
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
一
部
負

担
金
割
合
が
「
3
割
」
に
な
っ
た
場
合
、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
移
行
し
た
方
を
含
め
た
収
入
合
計
が
520
万

円
未
満
の
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
一
部
負
担
金
割
合
が

「
2
割
」
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、「
2
割
」
の
方
で
、
昭
和
19
年
4
月
1
日
以
前

に
生
ま
れ
た
方
は
、
特
例
措
置
に
よ
り
「
1
割
」
と
な

り
ま
す
。

※
70
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
ら
れ
る
場
合
は
、
誕
生
月
の

月
末
（
1
日
生
ま
れ
の
方
は
誕
生
月
の
前
月
末
）
ま

で
に
高
齢
受
給
者
証
を
送
付
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
／
町
民
課
（
☎
581
・
2
1
2
1
内
線
113
～

115
）
へ
。

の
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る
「
所
得
割
額
」
と
、
全
員

が
等
し
く
負
担
す
る
「
均
等
割
額
」
の
合
計
額
を
も
と

に
、
本
年
4
月
か
ら
翌
年
3
月
ま
で
の
一
年
分
が
、
被

保
険
者
一
人
ひ
と
り
に
賦
課
さ
れ
ま
す
（
加
入
月
数
に

よ
り
減
額
さ
れ
ま
す
）。

　

被
保
険
者
の
方
そ
れ
ぞ
れ
の
一
年
間
の
保
険
料
は
、

埼
玉
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
で
決
定
し
、
保
険

料
の
徴
収
事
務
は
、
町
が
実
施
し
ま
す
。

　

保
険
料
の
納
付
方
法
は
、
原
則
「
特
別
徴
収
」（
年

金
か
ら
の
天
引
き
）
で
す
。
し
か
し
、
諸
条
件
に
よ
り

特
別
徴
収
に
な
ら
な
い
方
は
、「
普
通
徴
収
」（
納
入
書
、

ま
た
は
口
座
振
替
）
で
お
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す
。

　

被
保
険
者
の
方
に
は
、
保
険
料
額
を
記
載
し
た
納
入

通
知
書
、
ま
た
は
決
定
通
知
書
を
7
月
中
旬
に
郵
送
し

ま
す
の
で
、
内
容
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）
の
場
合

　

年
金
の
受
給
金
額
が
年
間
18
万
円
以
上
で
、
今
年
2

月
ま
で
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）
で
納
付
し

て
い
た
方
は
、
平
成
27
年
度
も
特
別
徴
収
と
な
り
ま
す

の
で
、
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す
。
こ
の

通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
が
年
6
回
の
年
金
支
給
時

に
、
受
給
額
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ

さ
い
。
な
お
、
所
得
の
上
昇
等
に
よ
り
、
保
険
料
額
が
年
金

支
給
額
に
対
し
て
大
き
く
増
加
し
た
場
合
、
天
引
き
か
ら

普
通
徴
収
に
切
り
替
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

普
通
徴
収
（
納
入
通
知
書
に
よ
る
納
付
、

　
　
　
　
　
　

ま
た
は
口
座
振
替
）
の
場
合

　

今
年
4
月
以
降
に
75
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
方
や
、

他
の
市
町
村
か
ら
転
入
さ
れ
た
方
、
年
金
の
受
給
金
額

が
年
額
18
万
円
未
満
の
方
、
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら

天
引
き
さ
れ
て
い
な
い
方
、
年
金
天
引
き
中
止
の
申
請

を
さ
れ
た
方
等
は
普
通
徴
収
に
な
り
ま
す
の
で
、
7
月

か
ら
来
年
2
月
ま
で
の
計
8
回
、
保
険
料
を
お
支
払
い

い
た
だ
き
ま
す
。
既
に
口
座
振
替
を
お
申
し
込
み
い
た

だ
い
て
い
る
被
保
険
者
の
方
は
、
指
定
日
に
口
座
か
ら

引
き
落
と
し
と
な
り
ま
す
。
口
座
振
替
を
ご
希
望
の
場

合
は
口
座
振
替
可
能
な
金
融
機
関
に
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。
申
し
込
ん
だ
翌
月
か
ら
の
引
き
落
と
し
と
な
り

ま
す
。

　

な
お
、
本
医
療
制
度
加
入
前
に
、
国
民
健
康
保
険
税

を
口
座
振
替
で
お
支
払
い
い
た
だ
い
て
い
た
方
は
、
口

座
振
替
契
約
を
引
き
継
が
な
い
た
め
、
新
た
に
申
し
込

み
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
昨
年
10
月
以
降
に
75
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た

方
や
10
月
以
降
に
転
入
さ
れ
た
方
等
は
、
今
年
の
10
月

か
ら
特
別
徴
収
が
開
始
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
納

入
通
知
書
を
ご
覧
に
な
り
、
10
月
か
ら
特
別
徴
収
の
欄

に
保
険
料
金
額
が
記
載
し
て
あ
る
方
が
該
当
し
ま
す
。

納
付
方
法
の
変
更

　　

特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）
で
支
払
っ
て
い

る
方
で
、
特
別
徴
収
を
中
止
し
た
い
場
合
は
、「
納
付

方
法
変
更
申
出
書
」
を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
そ
の
際
、

口
座
振
替
を
ご
希
望
の
方
は
、
金
融
機
関
で
口
座
振
替

依
頼
手
続
き
を
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
た

だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
納
付
状
況
等
か
ら
変
更
申
出
が
認

め
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
口
座
振
替
に
変
更
し
た
方
で
、
残
高
不
足
に

よ
り
引
き
落
と
し
が
で
き
ず
、
保
険
料
の
納
め
漏
れ
と

な
っ
た
場
合
は
、
特
別
徴
収
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
残
高
不
足
に
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

社
会
保
険
等
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方　

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
ご
加
入
前
日
に
社
会
保
険
等

の
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
は
、
引
き
続
き
保
険
料
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。
保
険
料
の
「
所
得
割
額
」
は
賦
課
さ
れ
ま

せ
ん
。「
均
等
割
額
」
の
9
割
が
軽
減
さ
れ
る
た
め
、

１
割
を
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
／
町
民
課（
☎
581・2
1
2
1
内
線
111
）へ
。

国
民
健
康
保
険
税
の

　
　
納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

新
し
い
被
保
険
者
証
を
郵
送
し
ま
す

自
己
負
担
割
合
の

　
　
　
　
ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

保
険
料
納
入
通
知
書
等
を
郵
送
し
ま
す

70
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
へ

　
　高
齢
受
給
者
証
を
発
送
し
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
は

　
安
心
・
便
利
な
口
座
振
替
で
！


